
第68回	糟屋郡民スポーツ大会結果
● 個人の部（須恵町、優勝のみ掲載。敬称略） ● 団体の部（3位まで）

　7月28日（日）、糟屋郡スポーツ協会30周年記念第68回糟屋郡民
スポーツ大会が宇美町を主会場に開催され、出場した選手たちは
水泳競技など15の競技に参加し、日ごろの練習の成果を発揮しま
した。なお、須恵町選手団の大会結果は、次のとおりです。

競技名 部　　　門 氏　　名 成績

剣　道
36歳以上45歳以下 石原　　 勝 優勝
45歳以上54歳以下 森　　 正浩 優勝

相　撲 小学2年生の部 長野　 聡太 優勝
弓　道 一般男子の部 伊藤　 久生 優勝

水　泳

女子25ｍ 平泳ぎ 45歳以上 二宮　 理恵 優勝
女子50ｍ 平泳ぎ 45歳以上 百田 千亜紀 優勝
女子50ｍ 平泳ぎ 70歳以上 濱　　 孝子 優勝
女子25ｍ 背泳ぎ ～小4 岸　　 美羽 優勝
女子25ｍ 背泳ぎ 45歳以上 百田 千亜紀 優勝
女子25ｍ 背泳ぎ 70歳以上 濱　　 孝子 優勝
女子25ｍ バタフライ 35歳以上 鬼鞍 　志津 優勝
女子50ｍ バタフライ 35歳以上 鬼鞍 　志津 優勝
女子50ｍ バタフライ 45歳以上 二宮 　理恵 優勝
男子25ｍ 自由形 小5・6 伊藤　　 翼 優勝
男子50ｍ 自由形 中学生 原田 　太陽 優勝
男子50ｍ 自由形 高校生 荒木 　裕貴 優勝
男子25ｍ 平泳ぎ 中学生 原田 　太陽 優勝
男子50ｍ 平泳ぎ 小5・6 奥野 　侑大 優勝
男子50ｍ 平泳ぎ 30歳以上 中村 　健志 優勝
男子25ｍ 背泳ぎ 中学生 辻村 　優斗 優勝
男子25ｍ 背泳ぎ 65歳以上 武富 　哲也 優勝
男子50ｍ 背泳ぎ 中学生 辻村 　優斗 優勝
男子50ｍ 背泳ぎ 高校生 荒木 　裕貴 優勝
男子25ｍ バタフライ 中学生 村中 　　葵 優勝
男子50ｍ バタフライ 中学生 村中 　　葵 優勝
男子200ｍ 個人メドレー 30歳以上 中村 　健志 優勝

陸　上

一般男子 三段跳び 登立 　智大 優勝
青年男子 400m 黒岩 　優斗 優勝
青年男子 400mリレー 佐護・黒岩・三角・合屋 優勝
青年女子 走幅跳び 丸山　 伊織 優勝
壮年男子 走幅跳び 木島　 義雄 優勝
壮年男子 砲丸投げ 丸山　 信幸 優勝
オープン女子 800m 中川　 詩恩 優勝

競技名 種　別 成　績

陸　上

一般男子 ３　位
青年男子 優　勝
青年女子 準優勝
総　　合 ３　位

バレーボール
一般女子 優　勝
壮年女子 ３　位

剣　道
一　　般 優　勝
青　　年 準優勝

卓　球
一　　般 優　勝
青　　年 ３　位
壮　　年 ３　位

バスケットボール 一般女子 ３　位
相　撲 青　　年 準優勝

バドミントン 団　　体 優　勝
ソフトボール 一般男子 優　勝

サッカー 一般男子 準優勝
軟式野球 一般男子 優　勝

糟屋郡民スポーツ大会が
開催されました
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　令和元年10月1日、消費税法の一部改正によ
り、消費税率が8パーセントから10パーセント
に引き上げられる見込みです。これに伴い、水
道料金および下水道料金の改定を予定してい
ますのでお知らせします。（表①参照）なお、今
回の水道料金および下水道料金の改定におい
ては、 消費税率の変更のみ  で、使用料および
量水器使用料については変更ありません。
　ただし、以下のように、10月1日を境に適用
時期が異なりますので、ご注意ください。

適用時期と経過措置
●  令和元年9月30日以前から上下水道を使用し

ている家庭および企業
　➡  令和元年11月検針分から適用（12月支払い）
●  令和元年10月1日以降に新規で上下水道を使

用する家庭および企業
　➡  令和元年10月検針分から適用（11月支払い）

●  納付書でお支払いの場合は、
役場窓口、金融機関、コンビ
ニエンスストアで納付が可能
です。

●  便利な口座振替をご利用くだ
さい。

●  口座振替の日にちは、毎月26
日です。残高の確認をお願い
します。（土日祝日の場合は、
翌営業日）

上下水道料金計算方法

消費税率変更に伴う上下水道料金比較

表❶ 新上下水道料金早見表（家庭用13ミリ 25㎥まで）

水量
（㎥）

水道料金（円） 下水道料金（円） 上下水道
合計（円）使用料 量水器 消費税 計 使用料 消費税 計

1 700 70 70 840 1,100 110 1,210 2,050
2 700 70 70 840 1,100 110 1,210 2,050
3 700 70 70 840 1,100 110 1,210 2,050
4 700 70 70 840 1,100 110 1,210 2,050
5 700 70 70 840 1,100 110 1,210 2,050
6 860 70 90 1,020 1,100 110 1,210 2,230
7 1,020 70 100 1,190 1,100 110 1,210 2,400
8 1,180 70 120 1,370 1,100 110 1,210 2,580
9 1,340 70 140 1,550 1,100 110 1,210 2,760
10 1,500 70 150 1,720 1,100 110 1,210 2,930
11 1,700 70 170 1,940 1,250 120 1,370 3,310
12 1,900 70 190 2,160 1,400 140 1,540 3,700
13 2,100 70 210 2,380 1,550 150 1,700 4,080
14 2,300 70 230 2,600 1,700 170 1,870 4,470
15 2,500 70 250 2,820 1,850 180 2,030 4,850
16 2,700 70 270 3,040 2,000 200 2,200 5,240
17 2,900 70 290 3,260 2,150 210 2,360 5,620
18 3,100 70 310 3,480 2,300 230 2,530 6,010
19 3,300 70 330 3,700 2,450 240 2,690 6,390
20 3,500 70 350 3,920 2,600 260 2,860 6,780
21 3,750 70 380 4,200 2,750 270 3,020 7,220
22 4,000 70 400 4,470 2,900 290 3,190 7,660
23 4,250 70 430 4,750 3,050 300 3,350 8,100
24 4,500 70 450 5,020 3,200 320 3,520 8,540
25 4,750 70 480 5,300 3,350 330 3,680 8,980

表❷ 量水器使用料
口　径 料　金

13ミリ 70円
20・25ミリ 150円

40ミリ 300円
50ミリ 1,000円

消費税率変更に伴う
上下水道料金改定のお知らせ

 問い合わせ先　上下水道課 管理係　☎︎ 932-1445（ダイヤルイン）　☎︎ 932-1151（内線233）

● 水道料金
 {（使用料）+（量水器使用料）}×（消費税）=（水道料金）
● 下水道料金
 （使用料）×（消費税）=（下水道料金）
※10円未満は切り捨てです。
※  量水器の口径により、量水器使用料が異なります。 
（表②参照）

※  上下水道両方を利用している場合は、合計が使用料金とな
ります。

家庭用（13ミリ） 1か月20㎥使用した場合
● 水道料金
 

● 下水道料金
 

改正前（8％）
3,850円 ➡ 改正後（10％）

3,920円
現行との
差額	70円

改正前（8％）
2,800円 ➡ 改正後（10％）

2,860円
現行との
差額	60円
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